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〇農林水産大臣権限に係る保安林の指定の解除の予定 （治山課）…………………………
〇急傾斜地崩壊危険区域の指定 （砂防災害課）………………………………………………

道警察本部告示

〇警察官の職務に協力援助した者の災害給付の実施に関する規程の一部を改正する規程

告 示

北海道告示第 号

土地改良法（昭和 年法律第 号）第 条第９項において準用する同法第８条第１項の
規定により、石狩高富土地改良区の行う土地改良（維持管理）事業の土地改良事業計画の変
更の認可の申請を適当と決定した。
その関係書類は、北海道石狩支庁に備え置いて、平成 年 月 日から 日間、一般の縦

覧に供する。
平成 年 月 日

北海道知事 高 橋 はるみ

北海道告示第 号

土地改良法（昭和 年法律第 号）第 条の３第１項の規定により、道営土地改良（上
押帯地区畑地帯総合整備［担い手育成型］（農業用用排水、農道、暗きょ、土層改良、区画
整理、農用地造成））事業の土地改良事業変更計画を定めた。
その関係書類は、北海道十勝支庁に備え置いて、平成 年 月 日から 日間、一般の縦

覧に供する。
なお、この変更計画については、同条第６項において準用する同法第 条第６項の規定に
基づき、縦覧期間満了の日の翌日から起算して 日以内に北海道知事に異議申立てをするこ
とができる。

また、同条第７項の規定による決定に不服がある者は、同条第 項の規定に基づき、北海
道を被告として、決定があったことを知った日の翌日から起算して６月以内に当該決定の取
消しの訴えを提起することができる。
平成 年 月 日

北海道知事 高 橋 はるみ

北海道告示第 号

土地改良法（昭和 年法律第 号）第 条の２第１項の規定により、せたな町武沢地区
の換地計画を定めた。
その関係書類は、北海道檜山支庁に備え置いて、平成 年 月 日から 日間、一般の縦

覧に供する。
なお、この計画については、同条第４項において準用する同法第 条第６項の規定に基づ

き、縦覧期間満了の日の翌日から起算して 日以内に北海道知事に異議申立てをすることが
できる。
また、同法第 条の２第４項において準用する同法第 条第７項の規定による決定に不服

がある者は、同法第 条の２第４項において準用する同法第 条第 項の規定に基づき、北
海道を被告として、決定があったことを知った日の翌日から起算して６月以内に当該決定の
取消しの訴えを提起することができる。
平成 年 月 日

北海道知事 高 橋 はるみ

北海道告示第 号

農林水産大臣から、次のように保安林の指定を解除する予定である旨、森林法（昭和 年
法律第 号）第 条の規定による通知があった。

平成 年 月 日
北海道知事 高 橋 はるみ

１ 解除予定保安林の所在場所 札幌市（国有林。次の図に示す部分に限る。）
保安林として指定された目的 水源のかん養
解 除 の 理 由 鉱業用地とするため

２ 解除予定保安林の所在場所 上川郡清水町（国有林。次の図に示す部分に限る。）
保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
解 除 の 理 由 道路用地とするため

（「次の図」は、省略し、その図面を北海道水産林務部林務局治山課並びに札幌市役所及
び清水町役場に備え置いて縦覧に供する。）
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北海道告示第 号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和 年法律第 号）第３条第１項の規
定により、次の区域を急傾斜地崩壊危険区域に指定する。
その関係図面は、北海道建設部土木局砂防災害課及び北海道函館土木現業所に備え置いて

縦覧に供する。
平成 年 月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
戸井町 谷（その２）地区急傾斜地崩壊危険区域
次に掲げる地番の土地に存する標柱１号から標柱４号までを順次結んだ線及び標柱１号と

標柱４号を市道小安 谷線道路敷境界に沿って結んだ線によって囲まれた区域。
市 字 地番 標柱番号
函館市 谷町 ４ １
同 同 ２、３
同 同 ２ ４

道 警 察 本 部 告 示

北海道警察本部告示第 号

警察官の職務に協力援助した者の災害給付の実施に関する規程の一部を改正する規程を次
のように定める。

平成 年 月 日
北海道警察本部長 口 建 史

警察官の職務に協力援助した者の災害給付の実施に関する規程の一部を改正する規程
警察官の職務に協力援助した者の災害給付の実施に関する規程（昭和 年北海道警察本部
告示第 号）の一部を次のように改正する。
第 条中「第７条第６項第２号」を「第７条第８項第２号」に改める。
第 条第１項第２号中「政令別表第１に掲げる」を「警察官の職務に協力援助した者の災

害給付に関する法律施行規則（平成 年国 公安委員会規則第 号。以下「規則」とい
う。）第１条に規定する傷病等級に該当する」に改め、同項第３号中「政令別表第２に掲げ
る」を「規則第２条に規定する障害等級に該当する」に改める。
別記第２号様式その２中「政令に定められている」を「規則に定める傷病等級に該当す

る」に、「警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令（以下「政令」と
いいます。）別表第２に定められている」を「規則に定める障害等級に該当する」に、「政
令で」を「規則で」に改め、同様式その３中「心身の故障により軽易な労務にしか従事でき
ない」を「身体若しくは精神に規則に定める７級以上の障害等級の障害に該当する程度の障
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害がある状態又は負傷若しくは疾病が治らないで、身体の機能若しくは精神に軽易な労務以
外の労務に服することができない程度以上の故障がある」に、「等 級」を「障害等級」
に改める。
別記第４号様式（裏面）及び別記第 号様式（裏面）中「該当等級」を「該当する障害等

級」に改める。
別記第 号様式（裏面）中「その者が障害の」を「その者が身体若しくは精神に規則に定
める７級以上の障害等級の障害に該当する程度の障害がある状態又は負傷若しくは疾病が治
らないで、身体の機能若しくは精神に軽易な労務以外の労務に服することができない程度以
上の故障がある」に、「４の 」を「５の 」に改める。
別記第 号様式その３中「心身の故障により軽易な労務にしか従事できないような」を
「身体若しくは精神に規則に定める７級以上の障害等級の障害に該当する程度の障害がある
状態又は負傷若しくは疾病が治らないで、身体の機能若しくは精神に軽易な労務以外の労務
に服することができない程度以上の故障がある」に改め、同様式その４中「身体障害が、」
を「障害が治り、又は」に、「心身の故障により軽易な労務にしか従事できない状態」を
「身体若しくは精神に規則に定める７級以上の障害等級の障害に該当する程度の障害がある
状態又は負傷若しくは疾病が治らないで、身体の機能若しくは精神に軽易な労務以外の労務
に服することができない程度以上の故障がある状態」に改める。
別記第 号様式（裏面）及び別記第 号様式注３中「該当等級」を「該当する障害等級」

に改める。
別記第 号様式注３を同様式注４とし、同様式注２を同様式注３とし、同様式注１の次に
次のように加える。
２ 「２ 遺族給付年金受給資格者」の欄の障害とは、身体若しくは精神に規則に定め
る７級以上の障害等級の障害に該当する程度の障害がある状態又は負傷若しくは疾病
が治らないで、身体の機能若しくは精神に軽易な労務以外の労務に服することができ
ない程度以上の故障がある状態をいいます。

別記第 号様式中「傷 病 給 付 記 録 簿」を「傷病給
付年金記録簿」に改める。

附 則

１ この規程は、平成 年 月 日から施行する。
２ この規程による改正後の警察官の職務に協力援助した者の災害給付の実施に関する規程
の規定は、平成 年８月 日から適用する。


